
令和3年10月～11月末（※１） １件
（同期間のオンライン資格確認利用件数：約2,200万件）

令和3年12月～令和4年11月末 ４件
（同期間のオンライン資格確認利用件数：約５億8,700万件）

登録データの補正等の状況

※１ 令和３年12月23日第149回医療保険部会で公表

※２ 上記の期間中に判明した保険者から異なる個人番号が登録されていた事例数は、
・ 令和３年10月～11月末 33件
・ 令和３年12月～令和４年11月 7,279件（うち7,114件は、協会けんぽにおいて資格情報の重複調査により判明）

これらの事例は、閲覧を停止し、補正（異なる個人番号等を削除）を実施。

今後、新規発生を防止するとともに、登録データの補正等を要する事例の把握に向けて、
（１）資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化
（２）現在、保険者異動時にデータを登録する際には、全件、既存の資格情報（①生年月日、②カナ氏名）等に突合し、

①・②いずれかの不一致を検知した場合には、保険者へ通知し、確認する仕組みを実施中。
⇒ 加えて、今後、全件についてJ-LIS照会を実施予定。

（３）あわせて、今後、マイナンバーカードと保険証の一体化のご案内とともに、確認が必要な方に対し、既登録データ
を送付し、ご本人による確認も検討。

○保険者から異なる個人番号が登録された事例のうち、薬剤情報・医療費通知情報が閲覧された事例
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